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１泊2日
田舎ぐらし体験！！

in WAZUKA

🍂スケジュール🍂
8/6 14：30 「和束茶カフェ」前 集合

14：45 ワークショップ「イスづくり」
16：30 ☆入村式☆

受入家庭さんと対面

16：45 小中学生は各家庭へ

～各家庭で田舎ぐらしを体験～

8/7 10：30 「和束茶カフェ」前 集合
☆離村式☆

11：00 「お茶摘み」体験
11：45 「茶だんご作り」体験
12：30 昼食（カレーライス）「京都和束荘」にて
13：15 「美味しいお茶の淹れ方」を学ぶ
13：30 保護者 集合 「和束茶カフェ」前

「ガイド付き茶畑散策」 自由参加

14：15 発表（お子様によるお茶のふるまい）
14：45 終了式
15：00 解散

※茶色字の体験は、保護者の方もご参加いただきます
（散策は保護者のみの体験で、自由参加です）

https://ochanokyoto.jp/


１泊2日 田舎ぐらし体験！！ in WAZUKA

●募集型企画旅行契約
この旅行はお茶の京都DMO（一般社団法人京都山城地域振興社）（〒611-0021宇治市
宇治乙方7-13京阪宇治ビル1階 京都府知事登録旅行業第2-694号。以下「当社」といい
ます。）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型
企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。1.旅行
条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする
最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
2.また当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で以下に記載された
特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
●旅行のお申し込み及び契約成立時期
（１）当社ウェブサイトからお申込みください。
（ 2 ）申込後に、当社が契約の締結を承諾した場合に限り、旅行契約が成立するもの
とします。
●旅行代金のお支払い
原則として、クレジットカードによるお支払いを、お願いいたします。
●取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として
申し受けます。

●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した宿泊料金・夕食1回/朝食1回/昼食1回、現地案内費用、体験費用、
諸税・諸費用。これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則とし
て払い戻しいたしません。
●旅行代金に含まれないもの
自宅から受付場所までの交通費・個人的費用等

ご旅行条件（要約）お申込みの際には必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申込みください。

●台風や荒天が予想される時は、状況に応じて旅行を事前に中止する場合がござ
います。事務局で詳細情報を確認し、場合により参加者の方に事前確認の連絡を
取らせていただきます。天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中
止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、事業
の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きい
ときは、上記要件と同様の判断とします。天災等による事前(実施日の前日まで)に
中止した場合の参加費は、全額お返しいたします。なお旅行出発当日、もしくは
旅行出発後においても状況に応じて中止を決めさせていただく場合もございます
ので、ご了承ください。
●個人情報の取扱について
当社は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お
客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただ
いた旅行において運送
・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のために手
続に必要な範囲内で利用させていただきます。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2022年5月20日を基準としております。又、旅行代金は2022年5月
20日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。
●特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、
募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中
に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定
の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。
・死亡補償金：１,５００万円 ・入院見舞金：２～２０万円 ・通院見舞金：１～５
万円
・携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円（但し、補償対象品１個あた
り１０万円を限度とします。）
●国内旅行傷害保険への加入について
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。
また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場
合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行傷害
保険に加入されることをお勧めします。
●事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行係員、または、お茶の京都DMO
（一般社団法人京都山城地域振興社）にご通知ください。（もし、通知できない
事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。）

■旅行企画・実施

お茶の京都DMO（一般社団法人京都山城地域振興社）
京都府知事登録旅行業第2-694号 総合旅行業務取扱管理者：福森 浩幸
〒611-0021 宇治市宇治乙方7-13京阪宇治ビル1階
営業日・営業時間：月～金 8：30～17：15 定休日：土曜・日曜・祝日

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う団体での取引に関する責任者です。こ
の旅行の契約に際し、ご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理
者にご質問ください。

お申込み

Eメール▶t-travel@kyototeacountry.jp

Fax▶0774-25-3238
HPアドレス▶https://ochanokyoto.jp/

お問い合わせ Tel▶0774-25-3239

ホームページは
こちら！

契約解除の日（受付については、通常営業日・時間内に限ります。）

旅行開始日の前
日から
起算して、
さかのぼって

1. 11日目にあたる日以前の解除

2. 10日目にあたる日以降の解除（3～6を除く）

3. 7日目にあたる日以降の解除（4～6を除く）

4. 旅行開始日の前日の解除

5. 当日の解除（6を除く）

6. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加

取消料

無料

旅行代金の20％

旅行代金の30％

旅行代金の40％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

mailto:t-travel@kyototeacountry.jp

